
再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 
 

                                 担 当 課：長崎振興局 道路建設課 

                                 担当課長名：岩永 修二 

 

事業名 

 
主要地方道長崎

ながさき

南 環 状
みなみかんじょう

線（新戸町
し ん とま ち

～江川町
え が わま ち

工区） 
事業 

区分 
主要地方道 

事業 

主体 
  長崎県 

起終点 自：長崎県
ながさきけん

長崎市
な が さき し

上戸
か み と

町
まち

四丁目
よんちょうめ

 至：長崎県
ながさきけん

長崎市
な が さき し

江川町
え が わま ち

 延長  ５．１５km 

事業概要  

主要地方道長崎南環状線（新戸町～江川町工区）は、国道499号の交通を分散することで、慢性的な交通混

雑を緩和するものである。また、「都市計画道路長崎外環状線」の一部を形成し、地域間の交流促進や産業

振興・観光振興の活性化に寄与するものである。 

Ｈ２８年度事業化 Ｈ２７都市計画変更 Ｈ３０年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費 ２５０億円 事業進捗率 ３４％ 供用済延長 ― km 

計画交通量    １２，１００台／日 （Ｒ２２） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  

(事業全体)１．８３ 
(残事業) ２．９３ 

136.0/218.0億円 
事 業 費：135.0/217.0億円 
維持管理費：  1.0/  1.0億円 

398.0/398.0億円  
  走行時間短縮便益：373.0/373.0億円 
  走行費用減少便益： 23.0/ 23.0億円 
  交通事故減少便益： 3.0/  3.0億円 

令和５年 

感度分析の結果 残事業（全体事業）について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=1.70～2.03（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.71～3.24（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=1.69～2.00（事業費 ±10%）     B/C=2.59～3.38（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.68～1.91（事業期間±3年）     B/C=2.68～3.05（事業期間±2年） 
 
 
事業の効果等  

・交通渋滞の緩和（国道499号の慢性的な交通渋滞の緩和による通勤通学、経済活動、救急搬送の向上） 
・安全性の向上（国道499号の交通の集中が緩和され、交通事故の危険性の軽減、安全な交通の確保） 
・地域振興（長崎自動車道やながさき出島道路と直結することに伴う、産業振興、観光客の増加） 
関係する地方公共団体等の意見  

「長崎市」より整備促進の要望が行われている。 

事業評価監査委員会の意見  

 ― 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・長崎市恐竜博物館が令和３年１０月にオープン 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和４年度末までの用地取得率は９１％、事業進捗率は３４％と進捗しており、今後も引き続き事業の進捗を
図り、令和１２年度の事業完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

今年度よりトンネル掘削工事に着手 

施設の構造や工法の変更等  

― 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性を考慮した場合、事業継続が妥当と判断される。 

事業概要図  

  
                 ＜標準断面図＞ 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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令和５年度 第１回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道建－１
道路改築事業
主要地方道長崎南環状線
（新戸町～江川町工区）

事業主体 長崎県

再評価
の理由

再評価後５年経過

事業箇所 ○

新戸町～江川町工区

L=5.15km W=6.5(10.0)m

１



１．審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

（億円）
Ｂ／Ｃ 概要

着工 完了

当初
(H27新規) - H28 R７ 160.0 2.60

【工事概要】
延長5.15km
幅員6.5(10.0)m

第２回審議
(H30) 個別補助への移行 H28 R12 250.0 1.57

【当初評価からの変更概要】
関係者協議によるIC形式や迂回路の変
更による事業費の増
運搬路や施工計画の見直しなどに時間
を要したことによる工期延長

第３回審議
(R5) 再評価後5年経過 H28 R12 250.0 1.83 前回評価からの変更なし

２



２．目的・事業概要・これまでの経緯

41,976台/日（H27）

◆事業概要

▼事業経過

全体延長 L=5.15km

幅 員 W=6.5(10.0)m

計画交通量(R22) 12,100台/日

平成28年度 事業化

平成31年度 補助事業化

令和2年度 橋梁工事着手

令和4年度 トンネル工事着手

事業進捗率 34％（事業費ベース） R5.3末時点
用地進捗率 91％（面積ベース） R5.3末時点

◆目的

主要地方道長崎南環状線（新戸町
～江川町工区）は、長崎市南部地域
の慢性的な渋滞を緩和することなど
を目的としている。

新戸町～江川町工区

L=5.15km

３



３．事業の効果・必要性

小ヶ倉交差点付近渋滞状況

柳田交差点付近渋滞状況

：主要渋滞箇所

41,976台/日（H27）
新戸町～江川町工区

L=5.15km

・長崎市南部と中心部を結ぶ国道４９９号は、代替路がなく交通が集中することなどから朝夕を中心として
慢性的な渋滞が発生しており、通勤通学や物流などに支障をきたしている。

・主要地方道長崎南環状線を整備することにより、交通の分散を図り、国道499号の交通混雑を
緩和する。

４



４．事業の進捗状況

1

1 ２ ３

２

３

新戸町IC施工状況 ３号橋施工状況 ８号橋施工状況

至 江川町

至 女神大橋

至 長崎IC 至 新戸町

至 新戸町

至 江川町 至 江川町

５



５．社会経済情勢等の変化

長崎市恐竜博物館

駐車場の利用状況

長崎南環状線

（新戸町～江川町工区）

長崎市恐竜博物館

長崎市恐竜博物館がR3.10にオープン
【利用者実績（R3.10～R4.10）】
〇恐竜博物館来場者数

約27万人（当初見込12万人）
〇恐竜パーク全体

約41万人

６



６．事業の投資効果

◆ 費用対効果（B/C)

〔費用〕

・道路整備に要する事業費（工事費、用地費）、道路維持管理に要する費用

〔便益〕

・走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益

〔プラス要因〕

・費用便益分析マニュアルの改訂

→原単位（価格）の増加

・現場発生土の処分方法変更に伴うコスト縮減（残土処分→他事業へ流用）

〔マイナス要因〕

・資材高騰、労務費単価上昇

項目
前回評価

(平成30年度)
今回評価

(令和5年度)

残事業 １．７３＝ 300.4億円／173.0億円 ２．９３＝ 398.0億円／136.0億円

全事業 １．５７＝ 300.4億円／191.0億円 １．８３＝ 398.0億円／218.0億円

７



７．対応方針（原案）

◆ 主要地方道長崎南環状線（新戸町～江川町工区）は、長崎市南部の慢性的な渋滞
の解消や、長崎市恐竜博物館や軍艦島などへの更なる周遊観光を図ることを目的と
している。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで約34％ [85.1億円/250.0億円](令和４年度末)であり、
用地進捗率は面積ベースで約91%となっている。

◆ 「長崎市」から整備促進を要望されている。

◆ 費用対効果が見込まれる。

対応方針
（原案）

継続

８



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                担 当 課：県央振興局道路第一課 

                                担当課長名：荒木 健児 

事業名 
一般国道２０７号（東長田拡幅） 

事業 
区分 一般国道 

事業 
主体   長崎県 

起終点 
自：長崎県

ながさきけん

諫早市
いさはやし

猿崎町
さるざきまち

 至：長崎県
ながさきけん

諫早市
いさはやし

正 久
しょうきゅう

寺町
じ ま ち

 
延長 １．９０km 

事業概要 一般国道２０７号（東長田拡幅）は、４車線拡幅を行うことで、交通容量不足による渋滞を 
解消し、地域間の道路ネットワークの強化や防災機能の向上を図る事業 

Ｈ２７年度事業化 都市計画決定 なし Ｈ２９年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費 ６０．０億 事業進捗率 ３０％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量  ２０，０４１台／日 （Ｒ２２） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  
(事業全体)   １．６０ 
 
(残事業)    ２．４６ 
 

     37.82/58.12億円 
事 業 費：37.39/57.69億円 
維持管理費： 0.43/ 0.43億円 

   93.12/93.12億円 
  走行時間短縮便益：89.35/89.35億円 
  走行費用減少便益： 2.83/2.83億円 
  交通事故減少便益： 0.93/0.93億円 

令和５年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=1.45～1.77（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.22～2.71（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=1.47～1.77（事業費 ±10%）     B/C=2.24～2.73（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.55～1.67（事業期間±1年）     B/C=2.38～2.56（事業期間±1年） 
 
 
事業の効果等  
・渋滞解消による地域間の道路ネットワークの強化 
・防災機能の向上（災害時の緊急輸送道路としての機能強化） 

関係する地方公共団体等の意見  
「諫早市」、「国道２０７号改良促進期成同盟会」より整備促進の要望が行われている。 

事業再評価監視委員会の意見  
－ 

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等 
 
 
 
 

 
 ― 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和４年度末までの事業進捗率は３０％、用地進捗は５６％と進捗しており、今後も工事及び用地取得を継続

して行い、令和１０年度の事業完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
用地取得に時間を要しているが、地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き事業の進捗を図り、

令和１０年度の事業完成を目指す。 
目指す。 施設の構造や工法の変更等  
支持層位置の変更による地盤改良工の増 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  

事業の必要性を考慮した場合、事業継続が妥当と判断される。 
事業概要図  
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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事業箇所 



正久寺交差点

猿崎   停交差点

東長田拡幅
L=1.9km W=14.0(23.25)m

令和５年度 第１回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道建－２
道路改築事業
一般国道２０７号
（東長田拡幅）

事業主体 長崎県

再評価
の理由

再評価後変更（事業費・工期）

事業箇所

○

１



１．審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

（億円）
Ｂ／Ｃ 概要

着工 完了

当初
(H27新規)

- H27 R4 31.0 3.26
【工事概要】
延長1.9km
幅員14.0(23.25)m

第１回審議
(R1)

事業採択後
5年経過

H27 R7 50.0 1.86

【当初評価からの変更概要】
軟弱地盤対策による事業費増
ルート・工法選定に時間を要したことに
よる工期延長

第2回審議
(R5)

再評価後変更
（事業費・工期）

H27 R10 60.0 1.60

【前回評価からの変更概要】

地盤改良工や補償費の増

相続多数箇所や代替地検討などに時間を
要したことによる工期延長

２



２．目的・事業概要・これまでの経緯

一般国道２０７号「東長田拡幅」は、
４車線拡幅による渋滞解消を行うこ
とで、地域間の道路ネットワークの
強化を目的としている。

全体延長 L=1.９０km

幅 員 W=14.0(23.25)m

計画交通量(R22) 20,041台/日

平成27年度 事業化・地元PI実施

平成28年度 地元PI実施・計画説明会

平成29年度 用地買収着手

令和 3年度 工事着手

◆事業概要 ◆事業経過

◆標準横断図◆目的

現道
整備中
整備済

終
点

諫
早
市
正
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寺
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至

佐
賀
県

東長田拡幅 全体延長Ｌ＝１，９００ｍ 幅員Ｗ＝１４．０（２３．２５）ｍ

正久寺交差点

至

諫
早
市
街

事業進捗率 30％（事業費ベース）（Ｒ5.3末時点）
用地進捗率 56％（面積ベース） （Ｒ5.3末時点）
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正久寺交差点

白浜バス停前
交差点

猿崎バス停前
交差点

①

②

３．事業の効果・必要性

【整備目的】
●４車線拡幅による渋滞解消

【東長田拡幅整備による効果】

国道２０７号は、佐賀県や高来町・小長井町を結ぶ幹線道路で
あり、当該工区整備により、速達性・定時制が確保され、地域
間の連携強化・交流促進が図られる

猿崎バス停前交差点付近

白浜バス停前交差点付近

写真② 渋滞状況

４

写真① 渋滞状況

至 佐賀県

至 諫早市街

事業区間

(国)207号

凡例

ＪＲ長崎本線

渋滞長
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４．事業の進捗状況（事業費の見直し）

事業費増の内容 増額

➀支持層位置変更による地盤改良工の増 約2.0億円

② 物件調査に伴う補償費の増 約4.0億円

③ その他（労務・資機材単価等の単価上昇に伴う増額） 約4.0億円

計 約10.0億円

事業費：50億円（前回） ⇒６０億円（今回）

５

１/３

①地盤改良範囲

東長田拡幅 全体延長Ｌ＝１，９００ｍ 幅員Ｗ＝１４．０（２３．２５）ｍ

②補償費の増
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４．事業の進捗状況（事業費の見直し）
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横断図

DL=0.0

2.000%
1:1.5

2.000% 1.000%1.000%5.000%

1250
1250

3375

118409715 1750

28304

25002500 5001920

1465 14653500 35003500 3500
250 250

▽+0.6

1
4
7
0
0

当初設計杭長

当初設計杭長 １４．７ｍ

【アスベスト検出状況】

➀ 支持層位置変更による地盤改良工の増
現地掘削の結果、支持地盤が想定より深いところがあり、
改良長の延伸による増（約２．０億円）

状況写真

② 物件調査に伴う補償費の増
建物調査の結果、以下の要因による補償費増
・アスベストを検出したことによる撤去費の増（約０．５億円）
・家屋の移転工法の変更による増 （約０．５億円）
・スーパー、自動車整備工場およびガソリンスタンド内における
機械設備等の調査結果による増（約１．０憶円）
・その他、建物調査の結果による補償費の増（約２．０憶円）

アスベスト

２/３

当初想定支持層

実支持層

【機械設備等の状況】

自動車整備工場 ガソリンスタンド

実施工杭長 最大１７．３ｍ

【機械設備等の状況】

【機械設備等の状況】

スーパー

当初想定支持層



終
点

諫
早
市
正
久
寺
町

至

佐
賀
県

起
点

諫
早
市
猿
崎
町

４．事業の進捗状況（事業期間の見直し）

【完了工期】 R７（前回）→R１０（今回）

・用地取得において、相続多数箇所や代替地検討箇所があること、およびアスベストが確認された建物の追加調査や
アスベスト撤去作業が必要となったことから、時間を要している。
・地盤改良工において、杭長増による施工期間の増。

◆工程 （前回）

（今回）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

  測量・地質調査

　道路設計

　用地補償交渉

　工事

７

正久寺交差点

至

諫
早
市
街

東長田拡幅 全体延長Ｌ＝１，９００ｍ 幅員Ｗ＝１４．０（２３．２５）ｍ

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

  測量・地質調査

　道路設計

　用地補償交渉

　工事

相続多数箇所

地盤改良範囲

代替地検討箇所 アスベスト確認箇所



５．事業の投資効果

◆ 費用対効果（B/C)

〔費用〕

・道路整備に要する事業費（工事費、用地費）、道路維持管理に要する費用

〔便益〕

・走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益

〔プラス要因〕

・費用便益分析マニュアルの改定

→原単位（価格）の増加

〔マイナス要因〕

・事業費の増

・事業期間の延長

・計画交通量の減 前回（R12推計）：21,356台/日→今回（R22推計）： 20,041台/日

項目
前回評価

(令和元年度)
今回評価

(令和５年度)

残事業 ２．０４＝ 83.6億円／40.9億円 ２．４６＝ 93.12億円／37.82億円

全事業 １．８６＝ 83.6億円／45.0億円 １．６０＝ 93.12億円／58.12億円

◆ B/Cでは計測できない効果
・緊急輸送道路の防災機能強化

８



６．対応方針（原案）

対応方針
（原案）

継続

◆ 国道２０７号は、佐賀県・小長井町・高来町と諫早市中心部とを結ぶ幹線道路であり、
渋滞解消により、速達性や定時制の確保を行い、地域間の連携強化・交流促進等を
図る事業である。

◆ 「諫早市」、「国道２０７号改良促進期成同盟会」から整備促進を要望されている。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで３０％〔18.4億円/60.0億円〕（令和４年度末）であり、
用地進捗率は面積ベース５６％（令和４年度末）となっている。

◆ 事業費の増額、事業期間の延長はあるものの、費用対効果が見込まれる。

９



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：島原振興局道路第一課 

                                 担当課長名：中ノ瀬 聡 

事業名 主要地方道小浜北有馬線（大亀
おおかめ

～矢代
や じ ろ

工区） 
事業 
区分 主要地方道 

事業 
主体   長崎県 

起終点 自：長崎県
ながさきけん

雲仙
うんぜん

市
し

小浜町
おばまちょう

大亀
おおかめ

 至：長崎県
ながさきけん

南島原市
みなみしまばらし

北有馬町
きたありまちょう

乙
おつ

 延長 １．３８km 

事業概要 主要地方道小浜北有馬線（大亀～矢代工区）は、県都長崎市あるいは県央地域と南島原市の交流促進や 

地域間交通の安全向上、交通隘路の解消を目的とした事業である。 

 

 Ｈ２３年度事業化 都市計画決定 なし Ｈ２７年度用地着手 Ｈ２９年度工事着手 

全体事業費 ６０．０億 事業進捗率 ６１％ 供用済延長 ０km 

計画交通量  ３，５６４台／日 （Ｒ２２） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  
(事業全体)   １．１０ 
 
(残事業)    ３．１４ 
 

     21.9/62.4億円 
事 業 費：21.8/62.3億円 
維持管理費：0.1/0.1億円 

   68.7/68.7億円 
  走行時間短縮便益：59.2/59.2億円 
  走行費用減少便益： 8.5/8.5億円 
  交通事故減少便益： 1.0/1.0億円 

令和５年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=0.99～1.20（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.82～3.45（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=1.01～1.20（事業費 ±10%）     B/C=2.52～4.23（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.05～1.15（事業期間±1年）     B/C=3.01～3.28（事業期間±1年） 
 
 
事業の効果等  
・県都長崎市あるいは県央地域との交流促進を図るなど、地域間道路ネットワークの向上。 
・線形不良区間の解消による地域内交通の円滑化。 
・防災機能の向上（災害時の緊急輸送道路としての機能強化） 
関係する地方公共団体等の意見  

「雲仙市」及び「南島原市」より整備促進の要望が行われている。 

事業再評価監視委員会の意見  
事業継続（令和２年） 

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等 
 
 
 
 

 

 特になし 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和４年度末までの事業進捗率は６１％で、用地進捗率は１００％と進捗しており、今後も工事を継続して行

い、令和９年度の事業完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
特になし。 

施設の構造や工法の変更等  
積算基準の改定及び労務・資材単価等の上昇により事業費が増額となった。 
 対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
事業費の増額はあるものの事業の必要性を考慮すると、継続が妥当と判断される。 

事業概要図  
 
 

  

 

 

  

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

事業箇所 

標準断面図 



至 雲仙市

至 南島原市

令和５年度 第１回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道建－３
道路改築事業
主要地方道小浜北有馬線
（大亀～矢代工区）

事業主体 長崎県

再評価
の理由 再評価後変更（事業費）

１

位 置 図

事業箇所

大亀～矢代工区

L=1.38km W=5.5（7.0）m



１．審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

（億円）
Ｂ／Ｃ 備考

着工 完了

当初
(H23新規)

－ Ｈ23 Ｈ28 37.0 1.33
【工事概要】
延長1.38km
幅員5.5(7.0)m

第１回審議
(R2年度)

事業採択後
10年経過

Ｈ23 R9 53.5 1.15
【当初評価からの変更概要】
詳細設計に伴う、事業費増額
及び事業期間延長

第２回審議
(R５年度)

再評価後変更
（事業費）

Ｈ23 R9 60.0 1.10
【前回評価からの変更概要】
積算基準の改定及び労務・資材
単価等の上昇による事業費増額

２



２．目的・事業概要・これまでの経緯

全体延長 L=1,380m

幅 員 W=5.5（7.0）m

計画交通量(R22) 3,564台/日

平成23年度 事業化

平成27年度 用地買収着手

平成29年度 工事着手

令和 4年度 トンネル工着手

３

延長Ｌ＝1,380m Ｗ＝5.5（7.0）ｍ起
点

雲
仙
市
小
浜
町

終点
南島原市北有馬町

◆事業概要

◆事業経過

・事業進捗率 61％
（事業費ベース）
《令和5年3月末》
・用地進捗率 100％
（面積ベース）
《令和5年3月末》

整備中

7.00

2.75 2.75 0.750.75

土工部
トンネル部

◆目的

・県都長崎市や県央地域と南島原市の交流促進

・地域間交通の安全性向上、交通隘路の解消

◆標準断面図

トンネルＬ=８９６ｍ

0.50 2.75 2.75 0.50

6.50

管理用通路 管理用通路

6.50

2.75 2.75 0.500.50



・県都長崎市や県央地域と南島原市の交流促進

・地域間交通の安全性向上、交通隘路の解消

４

事業箇所

３．事業の効果・必要性



大亀～矢代工区
Ｌ=１．３８㎞

事業区間

＜利便性の向上＞

・県都長崎市や県央地域とのアクセス強化。

・線形不良区間の解消による地域内交通の円滑化。

・地域間の道路ネットワークの向上。

＜防災性の向上＞

・防災機能の向上（災害時の緊急輸送道路としての機能強化）

３．事業の効果・必要性

５

至 小浜町

至 北有馬町

①線形不良区間

②５本が交わる変則交差点

③見通しの悪い急カーブ

② ①

③

整
備
後

整
備
前



４．事業の進捗状況（事業費の見直し）

６

事業費：53.5億円（前回）
→60.0億円（今回）

①積算基準の改定（移動式型枠、防水作業台車）

至

北
有
馬
町

至

小
浜
町

延長Ｌ＝1.38km Ｗ＝5.5（7.0）ｍ

トンネル区間 ８９６ｍ 橋梁区間
１９６ｍ

土工区間
２８８ｍ

②その他（労務単価・資材等の単価上昇）

事業費増の内容 増額 主な増額理由

① 積算基準の改定 約 1.0億円
令和2年10月からトンネル工で使用する移動
式型枠と防水作業台車の損料計算に係る積
算基準が改定となったため

② その他 約 5.5億円 労務・資機材単価等の単価上昇のため

計 約 6.5億円



４．事業の進捗状況（事業費の見直し）

７

事業費増の内容 増額 主な増額理由

① 積算基準の改定 約 1.0億円
令和2年10月からトンネル工で使用する移動式型枠と防水作業台車の損料
計算に係る積算基準が改定となったため

積算基準（R2.10）積算基準（R1.10）

トンネル延長：896m

R2.4月(経費込） R5.3月（経費込) 差 増額（差×延長）

移動式型枠 74,000円/ｍ 180,000円/ｍ 106,000円/ｍ 94,976,000円

防水作業台車 12,400円/ｍ 21,000円/ｍ 8,600円/ｍ 7,705,600円

合計 102,681,600円

移動式型枠・防水作業台車の積算基準変更



５．事業の投資効果

◆ 費用対効果（B/C)

〔費用〕

・道路整備に要する事業費、道路維持管理に要する費用

〔便益〕
・走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少便益

〔プラス要因〕

・費用便益分析マニュアルの改訂

→原単位（価格）の増加

〔マイナス要因〕

・事業費の増

・計画交通量の減 前回（R12推計）：3,620台/日→今回（R22推計）：3,564台/日

項目
前回評価

(令和２年度)
今回評価

(令和5年度)

残事業 １．４７＝ 56.8億円／38.6億円 ３．１４＝ 68.7億円／21.9億円

全事業 １．１５＝ 56.8億円／49.２億円 １．１０＝ 68.7億円／62.4億円

◆ B/Cでは計測できない効果
・緊急輸送道路の防災機能強化

８



６．対応方針（原案）

◆ 県都長崎市や県央地域と島原半島南西部の交流促進に寄与する事業である。

◆ 線形不良区間の解消により、地域の安全を確保し、交通の円滑化、さらに島原半島
の観光や産業の発展に寄与する事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで61％ [36.8億円/60.0億円](令和４年度末)であり、用地
進捗率は面積ベースで100％となっている。

◆ 「雲仙市」及び「南島原市」から整備促進を要望されている。

◆ 事業費の増額は見込まれるものの、費用対効果が見込まれる。

対応方針
（原案）

継続

９



再評価結果（令和５年度事業継続箇所） 

 
                                担 当 課：島原振興局道路第一課 

                                担当課長名：中ノ瀬 聡 

事業名 
一般県道礫石原松尾町停車場線（西工区） 

事業 
区分 一般県道 

事業 
主体   長崎県 

起終点 
自：長崎県

ながさきけん

島原市
しまばらし

西町
にしまち

 至：長崎県
ながさきけん

島原市
しまばらし

西町
にしまち

 
延長 ０．８８km 

事業概要 一般県道礫石原松尾町停車場線（西工区）は、島原市西町内を現道拡幅により整備し、島原 
道路へのアクセス向上を図り、地域の物流効率化による産業振興を支援する事業 

Ｈ２９年度事業化 都市計画決定 なし Ｒ２年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費 １１．０億 事業進捗率 ７５．４％ 供用済延長 ― km 

計画交通量  ２，６１４台／日（Ｒ２２） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  
(事業全体)   １．１０ 
 
(残事業)    ４．５０ 
 

     2.82/11.53億円 
事 業 費： 2.60/11.31億円 
維持管理費： 0.22/ 0.22億円 

   12.66/12.66億円 
  走行時間短縮便益：12.13/12.1億3円 
  走行費用減少便益： 0.52/ 0.52億円 
  交通事故減少便益： 0.00/ 0.00億円 

令和５年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=0.99～1.21（交通量 ±10%）【残事業】B/C=4.04～4.95（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=1.01～1.21（事業費 ±10%）     B/C=4.12～4.95（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.05～1.15（事業期間±1年）     B/C=4.31～4.68（事業期間±1年） 
 
 
事業の効果等  
・地域連携の強化並びに島原道路へのアクセス向上 
・地域の物流効率化による地域活力の向上 
 
関係する地方公共団体等の意見  

島原市より整備促進の要望が行われている。 

事業再評価監視委員会の意見  
－ 

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等 
 
 
 
 

 
 － 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和４年度末までの事業進捗率は７５％まで進捗しており、用地進捗も９５％の進捗である。今後も引き続き

事業進捗を図り、令和８年度の事業完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き事業の進捗を図り、令和８年度の事業完成を目指す。 
 

施設の構造や工法の変更等  
橋梁下部工の仮締切工法の変更 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  

事業の必要性を考慮した場合、事業継続が妥当と判断される。 
事業概要図  
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

事業箇所 

標準断面図 



令和５年度 第１回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道建－４
道路改築事業
一般県道礫石原松尾町停車場線
（西工区）

事業主体 長崎県

再評価
の理由

再評価後変更（事業費・工期）
西工区

L=0.88km W=5.5(7.0)m

事業箇所

島原道路

がまだすロード

島原新港

１



１．審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

（億円）
Ｂ／Ｃ 備考

着工 完了

当初
(H29新規)

－ Ｈ29 Ｒ2 3.0 2.23
【工事概要】
延長0.88km
幅員5.5(7.0)m

第１回審議
(R3年度)

事業採択後
5年経過

Ｈ29 R5 9.5 1.31

【当初評価からの変更概要】
構造変更等よる事業費増額
大型補償物件による工期延長
物件調査結果による補償費の増加

第２回審議
(R5年度)

再評価後変更
（事業費・工期）

Ｈ29 R8 11.0 1.10
【前回評価からの変更概要】
構造変更等による事業費増額
用地取得遅延による工期延長

２



２．目的・事業概要・これまでの経緯

現道
整備済
整備中
島原道路

３

◆目的

一般県道礫石原松尾町停車場線「西
工区」は、島原市西町内を現道拡幅によ
り整備し、島原道路へのアクセス向上を
図り、地域の物流効率化による産業振
興を支援するものである。

・事業進捗率 75％
（事業費ベース）
《令和5年3月末》
・用地進捗率 95％
（面積ベース）
《令和5年3月末》

標準断面図

◆事業経過◆事業概要

全体延長 L=0.88km

幅 員 W=5.5(7.0)m

計画交通量(R22) 2,614台/日

平成29年度 事業化

令和2年度 用地買収

令和3年度 工事着手

西町

西町

島原道路

【西工区】 全体延長 L=880m 幅員 W＝5.5(7.0)m

至大手原

至南島原市

至雲仙市

至礫石原

島原三会ＩＣ

起
点

島
原
市
西
町

終
点

島
原
市
西
町

2750750 2750 750

7000

1.500% 1.500%



島原新港

圃場整備
H24～R4

大根洗浄選別施設
人参洗浄選別施設
島原青果市場
島原青果卸販売
ＪＡ配送センター島原三会ＩＣ

島原ＩＣ

島原道路

圃場整備
H28～R4

礫石原松尾町停車場線 L=5,345ｍ

鳥田組㈱生コン

島原復興開発㈱
リサイクルセンター

広域クリーンセンター

②

②①

４

：改良済区間

：未改良区間

：事業中区間

全体延長 L=880m

幅員 W=5.5(7.0)m

・県内有数の農業地帯を通過する路線であり、地域産業・生活を支える重要な路線である。当該事業区間は、農産
物の出荷車両の通行も多く、沿線にはクリーンセンター、リサイクルセンター、生コンプラント等が立地しており、多く
の大型車が通行している状況であるが、幅員が狭小で見通しが悪く、車両の円滑な通行に支障をきたしている状
況にある。

・「西工区」は、島原市西町内を現道拡幅により整備を行うことにより、地域連携の強化並びに、島原道路へのアク
セス向上を図り、地域の物流効率化による産業振興を支援するものである。

３．事業の効果・必要性



４．事業の進捗状況（事業費の見直し）

５

事業費増の内容 増額 主な増額理由

1 橋梁下部工の仮締切工法の変更 約 0.4億円
工事による汚濁対策を含め関係機関と協議
した結果、仮締切工を鋼矢板による締切りに
変更する必要が生じたため

2 その他 約 1.1億円 労務・資機材単価等の単価上昇のため

計 約 1.5億円

【事業費増】

9.5億円（前回）

⇒ 11.0億円（今回）

西町

西町

島原道路

【西工区】 全体延長 L=880m 幅員 W=5.5(7.0)m

至大手原

至南島原市

至雲仙市

至礫石原

島原三会ＩＣ
１．橋梁架設工

２．その他（労務単価及び資材単価の上昇）



４．事業の進捗状況(事業費の見直し)

６

西町

西町

島原道路

【西工区】 全体延長 L=880m 幅員 W＝5.５(7.0)m

至大手原

至雲仙市

至礫石原

島原三会ＩＣ

１．橋梁架設工

大塚橋

Ａ

Ａ

橋梁下部工について、工事による汚濁対策を含め関係機関と協議した結果、仮締切工
の工法を鋼矢板による締切りに変更する必要が生じた。

①

Ａ-A

至南島原市

事業費増の内容
増額

工種 内容

1 橋梁下部工 仮締切工 約 0.4億円

仮締切工（鋼矢板）

Co

コルゲート管φ1800



４．事業の進捗状況（事業期間の見直し）

【完了工期】R５（前回）→R８（今回）

７

・用地取得において、道路計画を懸念される地権者に対する交渉に時間を要している。

西町

西町

島原道路

【西工区】 全体延長 L=880m 幅員 W＝5.５(7.0)m

至大手原

至南島原市

至雲仙市

島原三会ＩＣ

工事着手済

３８0ｍ

工事着手済

100ｍ

①道路計画反対
交差点が近接しており、車両の安全な通

行に対して、道路線形計画を懸念

大塚橋

至礫石原

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

測量調査設計

用地・補償

工事

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

測量調査設計

用地・補償

工事

・大塚橋の仮設計画の変更協議に時間を要した。

前 回

今 回



５．事業の投資効果

◆ 費用対効果（B/C)

〔費用〕

・道路整備に要する事業費（工事費、用地費）、道路維持管理に要する費用

〔便益〕

・走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益

〔プラス要因〕

・費用便益分析マニュアルの改訂

→原単位（価格）の増加

〔マイナス要因〕

・事業費の増

・事業期間の延長

・計画交通量の減 前回（R12推計）：2,705台/日→今回（R22推計）：2,614台/日

項目
前回評価

(令和3年度)
今回評価

(令和5年度)

残事業 １．９０＝ 12.20億円／6.41億円 ４．５０＝ 12.66億円／2.82億円

全事業 １．３１＝ 12.20億円／9.31億円 １．１０＝ 12.66億円／11.53億円

８



６．対応方針（原案）

対応方針
（原案）

継続

◆ 島原市西町内を現道拡幅により整備し、島原道路（島原三会ＩＣ）へのアクセス向上を
図り、地域の物流効率化による産業振興を支援する事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベ－スで７５％〔8.3億円/11.0億円〕(令和４年度末)であり、用地
進捗率は面積ベースで９５％となっている。

◆ 「島原市」から整備促進を要望されている。

◆ 事業費の増額、期間の延長はあるものの、費用対効果が見込まれる。

９


